
様式第３号(第１２条関係) 

会 議 録 

会議の名称 第 15 回越谷都市計画事業吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理審議会 

開催日時 

 午前・午後 ２時５６分から 

 令和３年１２月２１日(火) 

午前・午後 ３時４５分まで 

開催場所  吉川市役所２０２会議室 

出席委員(者)氏名 

中村嘉市委員、菊名剛委員、永塚守利委員、末重秀二委員、 

名三津男委員、鈴木繁委員、名倉嘉一委員、名倉定一委員、 

水上欽也委員、村瀬信雄委員 

欠席委員(者)氏名  竹内清武委員、小倉重治委員、飯島長壽委員 

担当課職員職氏名 

吉川美南駅周辺地域整備課課長   堀江豊 

吉川美南駅周辺地域整備課副主幹  小林浩二 

吉川美南駅周辺地域整備課主査   田口裕章 

吉川美南駅周辺地域整備課主事   深瀬友浩 

会議次第と会議の公

開又は非公開の別 

（１）開会 

（２）第８回仮換地指定について（非公開） 

（３）施行者限りの処理（換地設計の軽微な変更）について 

（非公開） 

（４）閉会 

非公開の理由 

（会議を非公開にし

た場合） 

「第８回仮換地指定について」「施行者限りの処理（換地設計の軽微

な変更）について」は、吉川市情報公開条例第７条第２号に規定され

ている「個人に関する情報」が含まれるため、吉川市市民参画条例施

行規則第３条第２号の規定に基づき、非公開とする。 

傍聴者の数  ０人 

会議資料の名称 

・次第 

・第８回仮換地指定について（資料１）（回収資料） 

・施行者限りの処理について（資料２）（回収資料） 

・土地利用計画図（第三回変更）（掲示資料） 

・従前の土地図（掲示資料） 

・第８回仮換地指定位置図（掲示資料） 



会議録の作成方法 

 □録音機器を使用した全文記録 

 ■録音機器を使用した要点記録 

 □要点記録 

会議録確認指定者  名三津男委員、鈴木繁委員 

その他の必要事項  無 

 

 



審議内容(発言者、発言内容、審議経過、決定事項等) 

事務局 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

各委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

（１）開 会 

（２）配布資料の確認 

（３）会長挨拶 

（４）会議の成立 

・会議の成立は、土地区画整理法第６２条第３項の規定により、委

員の半数以上の出席が必要とされております。 

・本日、委員１３名のうち１０名が出席のため、本審議会は成立し

ていることを報告します。 

（５）議事録署名委員の選出 

・本日の議事録署名委員は、名三津男委員と鈴木繁委員にお願いし

ます。 

 

（６）会議の公開・非公開の決定 

・本日の議事である、「第８回仮換地指定」、「施行者限りの処

理」は、閲覧していただく資料には地権者の個人情報が記載され

ているなど、吉川市情報公開条例第７条第２号に規定されている

「個人に関する情報」が含まれるため、吉川市市民参画条例施行

規則第３条第２号の規定に基づき、非公開とすることが妥当であ

ると考えます。 

 

・本日の議事である、第８回仮換地指定、施行者限りの処理につい

ては、個人情報が含まれるため非公開として進めたいと思います

が、いかがでしょうか。 

 

 （異議なし） 

 

（７）議事 

【第８回仮換地指定について】 

（「諮問文第１７号」朗読。） 

（「第８回仮換地指定について（資料１）） 

・今回、仮換地の対象は、従前の宅地の筆数５３筆、登記地積２９,３４

６.１６㎡、基準地積２９,９６９.７６㎡。仮換地の画地数は、１６画



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各委員 

 

会長 

 

 

各委員 

 

会長 

 

 

 

 

 

会長 

 

地、地積は１４,９１９㎡、仮換地の権利毎の件数は１５件です。 

・今回の仮換地対象者については、土地使用契約を締結した方、今後、

事業の進捗に伴い補償契約が必要となる方、従前地建築にともなう

方、換地変更に伴い仮換地の「取消指定」「再指定」を行う方を対象

としています。今回の仮換地指定により仮換地の面積ベースで約７割

の仮換地指定が実施されることになります。 

・従前地建築に伴う仮換地指定の対象となる方は○○○様です。現在、

居住している家屋に隣接して新築されました。新築された家屋につき

ましては、従前地の建築でありますが、諸手続きの関係から仮換地指

定の要望が本人からあったため、今回仮換地指定するものです。 

・換地変更に伴う仮換地の「取消指定」「再指定」は、現地の詳細な測

量を行った結果、９街区２画地と３画地の境界について、西側の境界

点を若干南に変更する必要が生じたことから、今回、仮換地指定の内

容を変更するものです。 

 

（第８回仮換地指定について（資料１）及び従前の土地図（掲示

資料）及び第８回仮換地指定位置図（掲示資料） 閲覧） 

 

【質疑応答】 

・無し。 

 

・諮問第１７号「第８回仮換地指定について」、原案に異存のない方

は、挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

・全員挙手により、諮問第１７号「第８回仮換地指定について」、原案

のとおり、異存のない旨を答申いたします。事務局は、答申書の準備

をお願いします。 

 

（会長が答申書へ署名・捺印） 

 

・答申文を代読願います。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

事務局 

 

（答申文の代読） 

 

【施行者限りの処理について】 

（「施行者限りの処理について（資料２）」について説明。） 

 

・今回は、前回の審議会で報告した内容と同じく、仮換地先の分割

にともなう従前地の分筆を行った１件について報告します。土地

所有者である○○○○○○様より８７３㎡の仮換地を将来の土地

利用に合わせて、変更前２筆あった従前地を６筆に分筆して、１

画地であった仮換地を５画地に分割しました。対象地である仮換

地は、変更前と変更後の面積及び形状に変更はありません。 

 

【質疑応答】 

・無し。 

 

【連絡事項等】 

・令和２年７月の第１０回審議会にて報告しました、第３回仮換地

指定の内、交渉難航地権者の４名が起こしました行政不服審査請

求の結果について報告します。今般、埼玉県において行われた審

理の裁決が、この１０月に埼玉県より通知がありました。通知内

容は「本件審査請求を棄却する」です。ここで言う棄却とは、審

査庁にあたる埼玉県が行政処分通知について審理を行った結果、

処分は違法・不当でないと判断したことをいいます。また、裁決

は審査請求した地権者にも埼玉県から通知されています。 

 

【質疑応答】 

・この件については解決したと理解してよいでしょうか。 

 

・審査庁である埼玉県の裁決は、相手方の訴えは退けられている状

態になっていますが、制度としては国へ再審査請求ができます。

現時点では相手方が国へ請求したとの確認はない状況です。 

 

・第２期審議会についてお知らせします。第１期審議会について

は、平成２９年１０月３１日に発足し会議規則のとおり５年間の
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任期満了後、来年、令和４年１０月３０日をもちまして解散とな

ります。そのため、第２期審議会発足に向けた審議会選挙を来年

度予定しています。 

・次回の第１６回審議会については、来年３月頃を予定しておりま

す。詳細日程等については、決まり次第開催通知をお送りさせて

いただきます。 

・本日の資料の中には個人情報の記載等がありますので、漏えいな

どが無いよう事務局で適切に管理させていただきます。 

 

・本日の議事について、全ての内容が終了しました。委員の皆様か

ら、本日の会議全体を通じて、何か質問等は、ございますでしょ

うか。 

 

・取越し苦労かもしれませんが、昔、工事が終わるときに工事業者

が重機で穴を掘ってゴミを埋めて撤退してしまう事がありまし

た。そのような事がないようにお願いします。 

 

・工事完了後の後始末については、地権者様に立会をお願いした

り、コンクリートガラ等については現場内にストックしたりして

います。そのままゴミを埋めてしまうのではないかと心配されて

いるのかと思いますが、我々の目で十分注視をしています。 

・年末、県道部分の工事を行っています。事故が起きないように気

を付けながら、年内工事完了後は、きれいにするよう業者に指示

しています。 

・工事完了の目安は３月末になりますが、ゴミの処分も含めた工事

なので、埋めたりする事がないように書類の確認、現場の確認を

行っています。 

 

（８）閉 会 

・以上をもちまして、第１５回 越谷都市計画事業 吉川美南駅東口周

辺地区土地区画整理審議会を閉会いたします。 

以 上  



 

 

以上、会議の内容に相違ないことを証するため、ここに署名する。 

令和４年２月２日                 令和４年２月２日 

署名委員  名 三津男（自署）      署名委員  鈴木 繁（自署） 


